
 

●3 月 2 日、私ども共産党県議団は、昨年 12

月 15日の物部町大西地区での低空飛行米軍機

の高度を解析した結果、地表から 200ｍであり

「300ｍ」とした航空法の趣旨に違反している

と、記者会見を行いました。 

（右：大きく取り上げた 3/3 付高知新聞。そ

の下：会見時写真） 

● 米 軍 機 は

EA-18G グラウラ

-で、全長 18.38m 

重量 29,9トン

もの塊がタンクローリー車並みの燃料を抱え

秒速 260ｍ（マッハ 0.8）の亜音速で住家から

240ｍ先、目の前の谷間を爆発音とともに過ぎ

去る恐怖。墜落には一秒もかからない。 

1999 年「日米合同委員会」では航空法を守

る事と合わせ「米軍は、低空飛行訓練が日本

の地元住民に与える影響を最小限にする」と

しているが、全く守られていないと言える。

航空法の「最低安全高度」は、「動力が停止し

た場合に危険を及ぼすことなく着陸できる高

度」で「300ｍ」となっている。近くには発電

所や防災・ドクターへり用のヘリポートもあ

り航空法の趣旨からも「合意」からも著しく

逸脱している。 
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●
２
日
、
仁
比
聡
平
参
議
員
が
高
知
県
漁
連
へ

土
佐
沖
に
設
置
さ
れ
て
い
る
「
リ
マ
海
域
」
撤

去
＆
漁
業
補
償
問
題
で
懇
談
。
席
上
、
松
沢
専

務
が
、
海
域
で
の
高
級
魚
キ
ン
メ
ダ
イ
へ
の
補

償
額
を
求
め
た
昨
年
１
２
月
県
議
会
で
の
私

の
質
問
を
動
画
に
し
て
、
各
漁
協
に
配
っ
た
と

言
っ
て
い
た
よ
と
、
同
席
し
た
笹
岡
優
四
国
ブ

ロ
ッ
ク
所
長
が
県
議
会
控
室
に
来
て
伝
え
て

く
れ
ま
し
た
。 

私
の
質
問
で
キ
ン
メ
へ
の
補
償
額
算
定
の

取
り
組
み
が
始
ま
っ
た
と
い
う
嬉
し
い
報
告

で
し
た
。 

●
県
議
会
選
挙
ま
で
も
う
一
か 

月
。
一
宮
や
初
月
地
域
、
ま
た
青

年
団
体
や
子
育
て
中
の
母
親
の

皆
さ
ん
と
の
懇
談
に
出
席
。
政
治

を
あ
き
ら
め
ず
希
望
を
語
る
懇

談
に
是
非
招
い
て
下
さ
い
。 

法律･生活相談 無料

●３月 19日(木)午後６時～８時 

●山本尚吾弁護士(高知法律事務所) 

●場所  愛宕商店街 
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※お問合せ＆ご予約は 

   088-855-9439 


